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千代田区（以下、「区」）では、第三次健康千

代田21の基本理念に基づいて、「食の安全・安心

の推進」を重点的、効果的かつ効率的に進めるた

め、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第24条の

規定に基づき、区民の健康を守ることが最も大切

である、との基本的な考えのもとに、令和８年度

千代田区食品衛生監視指導計画（別冊資料Ｐ１注

１）を策定しました。 

 千代田区（以下、「区」）では、第三次健康千

代田21の基本理念に基づいて、「食の安全・安心

の推進」を重点的、効果的かつ効率的に進めるた

め、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第24条の

規定に従い、区民の健康を守ることが最も大切で

ある、との基本的な考えのもとに、令和７年度千

代田区食品衛生監視指導計画（別冊資料Ｐ１注

１）を策定しました。 

第１ 目的 

 食品の安全性を確保するために、食品衛生法で

定められた公衆衛生上必要な措置に基づき監視指

導を行います。 

＊本計画の内容をより理解しやすくするために、

本文中の注釈は「別冊資料 令和８年度 千代

田区食品衛生監視指導計画の注釈解説」で詳し

く解説しています。あわせてご覧下さい。 

第１ 目的 

 食品の安全性を確保するために、食品衛生法で

定められた公衆衛生上必要な措置に基づき監視指

導を行います。 

＊本計画の内容をより理解しやすくするために、

本文中の注釈は「別冊資料 令和７年度 千代

田区食品衛生監視指導計画の注釈解説」で詳し

く解説しています。あわせてご覧下さい。 

第２ 本計画の実施期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月31日まで 

 ＊本計画の実施結果は、令和９年６月30日までに  

  区ホームページに掲載します。 

 第２ 本計画の実施期間 

  令和７年４月１日から令和８年３月31日 

 ＊本計画の実施結果は、令和８年６月30日までに  

  区ホームページに掲載します。 

第３ 監視指導の実施体制及び関係機関との連携 

 

１ 区における監視指導の実施体制 

（昨年度のとおり） 

 

 

 

第３ 監視指導の実施体制及び関係機関との連携 

 

１ 区における監視指導の実施体制 

   

  千代田保健所に所属する食品衛生監視員（別冊

資料Ｐ９）らにより、区内の食品等事業者（別冊

資料Ｐ１注２）に対して監視指導を行います。 
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２ 国や他の自治体との連携 

食品衛生行政に関して、東京都（以下、「都」）

と特別区（千代田区を含む東京23区）は、都と特

別区の役割分担等を取り決めた協定（別冊資料Ｐ

１注３）（以下、「都区協定」）を取り交わしていま

す。区は都区協定に基づき、大規模製造業や食品

流通拠点などの監視指導、複数の自治体にわたる

違反食品等への対応を行います。 

また、これらの事案については、国（厚生労働

省、農林水産省、消費者庁）、都、他の自治体と綿

密な連携体制（別冊資料Ｐ２注４）を確保しなが

ら、監視指導を実施します。 

また、複数の自治体が関係する広域的な食中毒

事案等の発生時には、広域連携協議会（別冊資料

Ｐ３注５）において情報を共有し、被害拡大防止

を図ります。 

 ＊主に次の場合に連携して対応します。 

ａ広域に流通する食品による問題が発生した場合 

ｂ輸入食品等による問題が発生した場合 

ｃ複数の自治体にまたがる大規模な食中毒が発生 

した場合 

ｄ食品の安全性にかかわる社会的な問題が発生し

た場合 

 

３ 区役所内の他部署との連携 

保育園・学校等における食中毒を防止するた

め、施設の管理者、施設管理部署、健康推進課と

綿密な連携体制をとり、危害の発生を防止しま

す。 

  区民の健康に密接にかかわる重大な違反の公表

やリスクコミュニケーション（別冊 資料Ｐ３注

６）は、広報広聴課と連携して対応します。 

  食に関する相談や問い合わせ等について、消費

者安全法（平成21年法律第50号）に基づき設置さ

れた消費生活センター等の部署と連携して対応し

ます。 

   また、ねずみ対策は関係部署と連携して行いま

す。 

 

４ 試験検査の実施体制 

（１）試験検査の実施機関 

保菌者検索事業（別冊資料Ｐ７注20）における

ふん便検査は、区生活衛生課が実施します。 

なお、食中毒発生時の原因調査や、食品添加物

の使用基準違反などの法違反に関する試験検査に

ついては、都区協定に基づき、東京都健康安全研

究センターに委託します。 

 

２ 国や他の自治体との連携 

 食品衛生行政に関して、東京都（以下、

「都」）と特別区（千代田区を含む東京23区）

は、都と特別区の役割分担等を取り決めた協定

（別冊資料Ｐ１注３）（以下、「都区協定」）を

取り交わしています。都区協定に基づき、大規模

製造業や食品流通拠点などの監視指導、複数の自

治体にわたる違反食品等を排除するための措置な

どについて、国（厚生労働省、農林水産省、消費

者庁）、他自治体と綿密な連携体制（別冊資料Ｐ

２注４）を確保しながら、監視指導を実施しま

す。 

  また、複数の自治体が関係する広域的な食中毒

事案等の発生時には、広域連携協議会（別冊資料

Ｐ３注５）において情報を共有し、被害拡大防止

を図ります。 

 ＊主に次の場合に連携して対応します。 

 ａ広域に流通する食品による問題が発生した場合 

  ｂ輸入食品等による問題が発生した場合 

  ｃ大規模な食中毒が発生した場合 

 ｄ食品の安全性にかかわる社会的な問題が発生し

た場合 

 

 

３ 区役所内の他部署との連携 

  保育園・学校等における食中毒を防止するた

め、施設の 管理者、区施設管理部署、保健所健

康推進課と綿密な連携体制をとり、危害の発生を

防止します。 

  区民の健康に密接にかかわる重大な違反の公表

やリスクコミュニケーション（別冊 資料Ｐ３注

６）は、区広報広聴課と連携して対応します。 

  食に関する相談や問い合わせ等について、消費

者安全法（平成21年号外法律第50号）に基づき設

置された消費生活センター等の部署と連携して対

応します。 

   また、ねずみ対策は区関係部署と連携して行い

ます。 

 

４ 試験検査の実施体制 

（１）試験検査の実施機関 

  保菌者検索事業（別冊資料Ｐ７注20）における

ふん便検査は、区生活衛生課が実施します。 

  なお、食中毒や法違反の調査に関する試験検査

は、都区協定に基づき、東京都健康安全研究セン

ターに委託します。 

 

（２）信頼性の確保 

  試験機関（区生活衛生課）における正確な検査

の実施のため、区要綱に基づき信頼性確保部門

（区健康推進課長）による内部点検の実施や、外

部精度管理調査の受検により、試験検査に関する

事務の管理を適切に行います。 



3/12  

第４ 監視指導の実施内容等 

 

１ 基本方針 

 （昨年度のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）施設監視 

（昨年度のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 監視指導の実施内容等 

 

１ 基本方針 

 食の安全・安心の推進のため、食品等事業者が

法律や条例の規定を守っているかを監視し、必要

な指導をします。 

 食品衛生法では、原則としてすべての食品等事

業者に、一般衛生管理に加え、ＨＡＣＣＰ（別冊

資料Ｐ３注７）に沿った衛生管理を行うことと定

められています。製造・流通・販売の各段階にお

いて、各事業者がＨＡＣＣＰ（ハサップ）に沿っ

た衛生管理が徹底されるよう、指導します。 

また、食品が関与する健康危機が発生した場合

の対策については、千代田区食中毒対策要綱（平

成10年６月29日10千保生発第29号）に基づき、状

況に応じた対応がとれるよう柔軟に対応していき

ます。 

なお、根拠法令は以下の通りです。 

 

＊食品衛生上、食品等事業者が守らなければならな

い主な法律・条例 

「食品衛生法（昭和22年法律第233号）」 

「食品安全基本法（平成15年号外法律第48号）」 

「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律

（平成2年号外法律第70号）」 

「健康増進法（平成14年号外法律第103号）」 

「食品表示法（平成25年号外法律第70号）」 

「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律

（令和元年法律第57号）」 

「東京都ふぐの取扱い規制条例（昭和61年東京都条

例第51号）」 

「食品衛生法施行条例（平成12年東京都条例第40

号）」 

「東京都食品安全条例（平成16年東京都条例第67

号）」 

「関係政省府令・規則」 

＊その他食品衛生に関係する主な法律・条例 

「消費者安全法（平成21年号外法律第50号）」 

「家庭用品品質表示法（昭和37年日法律第104号）」 

「不当景品類及び不当表示防止法（昭和37年法律第

134号）」 

 

（１）施設監視 

 食品衛生法で定められた基準（施設基準、公衆

衛生上必要な措置の基準、成分規格、製造基準、

保存基準、表示の基準等）に適合しているか確認

し、その遵守の徹底を指導します。また、飲食店

等の衛生状態を把握し、施設の衛生状況を向上す

るため、ＡＴＰふきとり検査(別冊資料Ｐ３注８)

や、簡易な細菌検査を実施します。 

 農産物や水産物の生産から食品の販売までの一

連の食品供給の行程のことを「フードチェーン」

といいます。食品群ごとにフードチェーンを通じ

た衛生管理の目安を定め、製造・加工から販売ま
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ア 一斉監視指導 

（昨年度のとおり） 

 

 

 

 

 

 

イ 路上営業（路上弁当販売者、自動車弁当販売

者）の監視指導 

 令和３年６月に、弁当販売は許可制から届出制に

なりました。区内では昼時に路上や公開空地等の屋

外で弁当の販売をする食品等事業者が多数見られ

ます。屋外での弁当販売は、過去の指導・調査にお

いて、食品の取り扱いに問題があるものが多く確認

されています。 

 

路上営業等屋外で販売されている食品による食

中毒の未然防止と、適正表示された食品販売の徹底

を図るため、令和８年度も引き続き、路上弁当監視

員が不適正な事業者の実態を把握します。不適正な

事業者を発見した場合は、食品衛生監視員が是正指

導を行います。 

 区民、区内事業所の従事者、来街者など（以下、

「区民等」）から、屋外・路上で食品の販売をしてい

るなどの通報が寄せられた時は、直ちに現場確認

し、衛生上の問題が確認できた場合は、必要な指導

を行います。出店場所や営業行為等が不適正な場合

は、警察や道路管理者などの関係機関と連携し、対

応します。 

 

ウ 製造業の監視指導 

ａ テイクアウト食品の製造業（弁当・惣菜・菓

子等） 

（昨年度のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

での各段階において、監視指導を実施します。詳

しくは、「別紙①食品の種類ごとのフードチェーン

を通じた衛生管理」のとおりです。 

 施設監視には、食中毒を発生させた施設に対し

ては発生後１年の間に４回以上、保育園・学校等

の給食施設に対しては年間１回以上、食中毒の原

因となりやすい食品を提供している施設及びその

他の施設に対しては必要に応じて立入検査を行い

ます。 

 

ア 一斉監視指導 

 細菌性食中毒等の食品事故が発生しやすい夏

期及び食品の流通量が増える歳末に、厚生労働

省、消費者庁及び都と連携し、食品の調理・製造

施設に対し、重点的に監視指導を実施します。 

また、ふぐの流通量が増える冬期には、ふぐ取

扱所に対して一斉監視を実施します。 

 

イ 路上営業等の監視指導 

  

令和３年６月に、弁当販売は許可制から届出制にな

りました。区内では昼時に路上や公開空地等の屋外

で弁当の販売をする食品等事業者が多数見られま

す。屋外での弁当販売は、過去の指導・調査におい

て、食品の無表示や炎天下での保管など不衛生な食

品の販売等、食品の取り扱いに問題があるものが多

く確認されています。 

路上営業等屋外で販売されている食品による食

中毒の未然防止と、適正表示された食品販売の徹底

を図るため、令和７年度も引き続き、路上弁当監視

員を配置して実態を把握します。不適正な事業者を

発見した場合は、食品衛生監視員が是正指導を行い

ます。 

 区民、区内事業所の従事者、来街者など（以下、

「区民等」）から、屋外・路上で食品の販売をしてい

るなどの通報が寄せられた時は、直ちに現場確認

し、衛生上の問題が確認できた場合は、必要な指導

を行います。出店場所や営業行為等が不適正な場合

は、警察や道路管理者などの関係機関と連携し、対

応します。 

 

ウ 製造業の監視指導 

ａ テイクアウト食品の製造業（弁当・惣菜・菓

子等） 

  区内では、飲食店等で調理した弁当・惣菜・菓

子のテイクアウトやデリバリー等での販売形態

が定着化しています。通常の店内での提供に比

べ、調理から喫食するまでの時間が長く、食中毒

発生のリスクが高くなります。他県の事例でも令

和５年９月に、弁当による患者数 500名以上の全

国的な大規模食中毒が発生しました。これらの食

品を製造する業種について、ＨＡＣＣＰに沿った

衛生管理が徹底されているか、食品等事業者団体

が作成した業種別手引書（別冊資料Ｐ４注９）に
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ｂ 規格基準がある食品の製造業（食肉製品製造 

業、冷凍食品製造業等） 

食肉製品、冷凍食品、魚肉練り製品等は、食品

衛生法に基づき成分規格及び保存基準等の規格基

準が定められており、添加物については別途使用

基準が定められています。ＨＡＣＣＰに基づく衛

生管理がなされ、これらの基準に適合した食品を

製造しているか、監視指導します。 

 

 

 

 

 

 

 

エ 飲食物を扱うイベント（お祭り等）の監視指導 

（昨年度のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ ねずみ対策 

（昨年度のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

（２）表示監視 

食品表示は、原材料、保存方法、アレルゲン等

に関する情報を消費者に提供し、国民の健康の保

護及び増進を図るとともに、食品の生産及び流通

の円滑化並びに消費者の需要に即した食品の生産

の振興に資する重要な役割を果たしています。 

しかし、アレルゲン（別冊資料Ｐ４注13）の表

示欠落、添加物表示や栄養成分表示の誤り等、表

示が不適正な食品の流通による自主回収事例が多

数報告されています。 

 食品の表示の適正化を図るため、大量の食品

を取り扱う製造所、飲食店、販売店舗（スーパ

ー、デパート、小売店、マルシェ等）に対して、

食品表示法の「食品の表示に関する基準（食品表

示基準）」に定められている表示事項のうち、区に

沿って監視指導します。 

ｂ 規格基準がある食品の製造業（食肉製品製造

業、冷凍食品製造業等） 

  食肉製品、冷凍食品、魚肉練り製品等は、食品

衛生法により、細菌数、使用できる添加物や保存

温度について、規格基準が定められています。Ｈ

ＡＣＣＰに基づく衛生管理がなされ、規格基準に

適合した食品を製造しているか、監視指導しま

す。 

ｃ いわゆる健康食品（別冊資料Ｐ４注10）の製

造業 

  いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健

康被害防止対応要領に基づき、健康被害発生の

未然防止と被害発生時の拡大防止を図るため、

製造施設に対する監視指導を実施します。 

 

エ 飲食物を扱うイベント（お祭り等）の監視指導 

 都市公園や展示ホールなどの大規模会場におけ

るイベントだけではなく区民のお祭り、縁日祭礼、

学園祭、公園・広場などで実施されるイベントで

は、飲食物が提供される場合が多々あります。 

 飲食物を扱うイベント（お祭り等）での、食中

毒等の事故発生を未然に防止するために、事前に

主催者から計画の相談・報告を受け、衛生的に食

品が提供されるよう臨時出店者などの指導を行い

ます。また、必要に応じて現場監視を実施し、不

衛生な食品の取り扱いによる食中毒等の発生や不

適正な表示がされた食品販売の未然防止に努めま

す。 

 

オ ねずみ対策 

 区内全域においてねずみ（特にドブネズミ）に

関する相談・被害が多く発生しています。区関係

部署と連携し、食品等事業者に対し、食品衛生法

施行規則別表17（公衆衛生上必要な措置の基準

（ねずみ及び昆虫対策））（別冊資料Ｐ４注11）に

沿って指導し、ねずみ対策（別冊資料Ｐ４注12）

に努めます。 

 

（２）表示監視 

 食品表示は、その品質や健康危害の防止に関す

る情報を、消費者に正しく提供するという重要な

役割を果たしています。 

しかし、アレルゲン（別冊資料Ｐ４注13）の表

示欠落、添加物表示や栄養成分表示の誤り等、表

示が不適正な食品の流通による自主回収事例が多

数報告されています。 

 食品の表示の適正化を図るため、大量の食品を

取り扱う製造所、飲食店、販売店舗（スーパー、

デパート、小売店、マルシェ等）に対して、食品

表示法の「食品の表示に関する基準（食品表示基

準）」に定められている表示事項のうち、区に監視

権限がある、衛生事項及び保健事項について監視

指導を行い、不適正な表示を発見した場合には、
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監視権限がある、衛生事項及び保健事項について

監視指導を行い、不適正な表示を発見した場合に

は、販売又は使用を中止させ、是正指導を行いま

す。 

 

ア 期限表示 

（昨年度のとおり） 

 

 

イ アレルゲンを含む食品の表示 

（昨年度のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 添加物及び遺伝子組換え食品の表示 

（昨年度のとおり） 

 

 

 

エ 栄養成分表示 

食品表示法に基づき、栄養成分表示が義務化さ

れている食品について、適正に表示されているか

を監視指導します。 

 

オ 虚偽誇大表示 

（昨年度のとおり） 

 

 

 

 

 

 

（３）違反食品等（別冊資料Ｐ５注15）に対する

調査指導 

他の自治体と比較して、区内食品等事業者に

は、大規模な食品輸入業、食品製造業等の本社が

多くあります。区内の食品等事業者が製造・輸

入・販売・提供する食品等について、衛生上の問

題が発生、または発生する恐れがある場合は、国

や他の自治体と連携しながら直ちに調査します。

更なる危害の発生が懸念される事案については、

緊急監視指導を実施して、被害の拡大防止措置を

とります。 

販売又は使用を中止させ、是正指導を行います。 

 

 

 

 

ア 期限表示 

消費期限、賞味期限が適切に設定されている 

かを重点的に監視指導します。 

 

イ アレルゲンを含む食品の表示 

 アレルギー表示は消費者の食品選択における

重要な情報源であることから、適正にアレルゲ

ンの表示がなされているかを監視指導します。 

 また、令和５年３月、新たに「くるみ」が特

定原材料として追加されたことを受け、「くる

み」を使用している食品等事業者に対し、表示

に向けた取り組みを 実施するように指導しま

す。 

表示の義務がない未包装の食品を主に取り扱

う飲食店等に対しては、利用者からアレルゲン

を含む原材料を使用しているか問い合わせを受

けた場合に、積極的に回答するように指導しま

す。また、飲食店のメニュー等にアレルゲンの

表示を行うよう働きかけます。 

 

ウ 添加物及び遺伝子組換え食品の表示 

  添加物を含む食品、遺伝子組換え食品（別冊 

 資料Ｐ４注14）について、適正に表示されてい 

 るかを監視指導します。 

 

エ 栄養成分表示 

 食品表示法施行により、栄養成分表示が義務

化された加工食品について、適正に表示されて

いるかを監視指導します。 

 

オ 虚偽誇大表示 

 健康や美容などについて、著しく事実と異な

る表示や誤認を与える表示について、監視指導

します。 

 

 

 

 

（３）違反食品等（別冊資料Ｐ５注15）に対する

調査指導 

 他の自治体と比較して、区内食品等事業者に

は、大規模な食品輸入業、食品製造業等の本社が

多くあります。区内の食品等事業者が製造・輸入・

販売・提供する食品等について、衛生上の問題が

発生、または発生する恐れがある場合は、国や他

の自治体と連携しながら直ちに調査します。更な

る危害の発生が懸念される事案については、緊急

監視指導を実施して、被害の拡大防止措置をとり

ます。 
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 製造所や輸入業者等が区外にある場合は、所管

する自治体と連携して原因を究明します。その結

果を踏まえ、再発防止のための改善を指導しま

す。 

 食品等事業者から報告を徴収し、改善措置状況

を確認することで、確実な改善を図ります。ま

た、食品等事業者に対する指導記録を保管し、今

後の監視指導に役立てていきます。 

区内施設への立ち入り検査等により違反食品等

を発見した場合は、発見元の食品等事業者に対し

て、当該違反食品等を販売または営業上使用しな

いよう指導します。 

必要に応じて厚生労働省や消費者庁、関係自治

体と連携して、必要な検査、回収や廃棄等の措置

を直ちに講じ、違反食品等を迅速に市場から排除

します。 

また、食品衛生法違反が判明した際は、不利益

処分（別冊資料Ｐ６注17）の実施を含め必要な措

置をとります。 

（（５）不利益処分参照） 

 

（４）食中毒事案に対する調査指導 

ア 食中毒等健康危害発生時の対応 

 健康推進課、関係自治体、国及び広域連携協議

会と連携して被害者の調査を迅速に行います。食

品等に起因する健康被害が疑われる場合、被害の

拡大を防ぐために、直ちに原因と疑われる食品や

施設の調査を実施します。調査の結果、食品衛生

法違反が判明した際は、当該食品又は施設に対

し、当該食品の販売又は使用の中止、営業の全部

又は一部の禁止・停止等の不利益処分を含め、必

要な措置を講じます。 

 また、食品を原因とする健康被害であっても、

細菌や有害物の意図的な混入など、犯罪が疑われ

る場合は、管轄する警察署と連携して対応しま

す。 

イ 指定成分等による健康被害 

（昨年度のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 食中毒再発防止の指導 

（昨年度のとおり） 

 

 

エ 食中毒等発生の報告 

食中毒の発生を確認した場合は、食品衛生法に

基づき厚生労働大臣に報告します。食中毒の広域

発生が疑われる場合は、関係機関と連携し、関連

する食品等事業者を調査・指導します。 

 製造所や輸入業者等が区外にある場合は、所

管する自治体と連携して原因を究明します。そ

の結果を踏まえ、再発防止のための改善を指導

します。 

 食品等事業者から報告を徴収し、改善措置状況

を確認することで、確実な改善を図ります。ま

た、食品等事業者に対する指導記録を保管し、今

後の監視指導に役立てていきます。 

区内施設への立ち入り検査等により違反食品等

を発見した場合は、発見元の食品等事業者に対し

て、当該違反食品等を販売または営業上使用しな

いよう指導します。 

必要に応じて厚生労働省や消費者庁、関係自治

体と連携して、回収や廃棄等の措置を直ちに講

じ、違反食品等を迅速に市場から排除します。 

また、食品衛生法違反が判明した際は、不利益

処分（別冊資料Ｐ６注17）の実施を含め必要な措

置をとります。 

（（５）不利益処分参照） 

 

 

（４）食中毒事案に対する調査指導 

ア 食中毒等健康危害発生時の対応 

 健康推進課、関係自治体、国及び広域連携協議

会と連携して被害者の調査を迅速に行います。食

品等に起因する健康被害が疑われる場合、被害の

拡大を防ぐために、直ちに原因と疑われる食品や

施設の調査を実施します。調査の結果、食品衛生

法違反が判明した際は、直ちに当該食品を市場か

ら排除し、不利益処分の実施を含め必要な措置を

とります。 

 また、食品を原因とする健康被害であっても、

細菌や有害物の意図的な混入など、犯罪が疑われ

る場合は、管轄する警察署と連携して対応しま

す。   

 

イ 指定成分等による健康被害 

 食品衛生法第８条第１項に基づく指定成分や、

いわゆる健康食品を取り扱う事業者から当該食品

等が人の健康に被害を生じ、又は生じさせるおそ

れがある旨の情報の届出があった場合は、厚生労

働大臣に報告します。 

 また、必要に応じて、医師、歯科医師、薬剤師

その他の関係者と連携し、健康被害の状況を把握

します。 

ウ 食中毒再発防止の指導 

 食中毒を発生させた施設やその疑いのあった

施設に対し、発生原因を調査し、それに基づく

再発防止を指導します。 

エ 食中毒等発生の報告 

 食中毒の発生を確認した場合は、食品衛生法

に基づき厚生労働大臣に必要な報告を行い、情

報を共有します。食中毒の広域発生が疑われる

場合は、関係機関と連携し、関連する食品等事
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（５）不利益処分（行政処分） 

（昨年度のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）食品等事業者による自主回収への対応 

食品等事業者は、自ら食品等の回収を行う場

合、食品衛生法又は食品表示法に基づくリコール

情報制度に基づき、国が運用する食品衛生等シス

テムを利用して届出をしなければなりません。区

内の食品等事業者が自主回収を行う必要がある際

は、システムによる届出を促すと共に、届出内容

を個別に確認し、必要に応じた指導を行います。 

 

業者を調査・指導します。 

（５）不利益処分（行政処分） 

ア 不利益処分等 

 食品衛生法違反が判明した際は、危害を除去す

るための措置として、千代田区食品衛生関係不利

益処分取扱要綱（昭和53年53千保管発第218号）

に基づき、食品等事業者に対し不利益処分を実施

します。食中毒発生時は直ちに改善命令や営業等

禁止・停止命令などを行います。違反食品等発見

時は、違反食品等が販売・使用されないよう、関

係自治体と連携し、直ちに回収または販売禁止命

令など、関係する食品等事業者に対し、危害を除

去するための措置を実施します。また、回収した

食品等については、市場に流通することのないよ

う廃棄措置が完了するまで確認します。   

 

イ 違反の公表 

食品衛生法等に基づき、不利益処分の内容を

区ホームページや保健所掲示板等に一定期間公

表し、広く区民等に知らせることにより危害の

拡大を防止します。多人数の食中毒の発生など

の場合は、都が協定に基づき報道機関に向けて

事案を公表します。区は、そのための情報提供

を行います。 

また、区民等の健康に密接にかかわる重大な違

反については、区広報広聴課を通じて積極的に

報道機関に情報を提供します。 

 

（６）食品等事業者による自主回収への対応 

  食品等事業者は、自ら食品等の回収を行う場

合、食品衛生法又は食品表示法に基づくリコール

情報制度に基づき、国が運用する食品衛生等シス

テムを利用して届出をしなければなりません。区

内の食品等事業者が行う自主回収について、シス

テムによる届出を促すと共に、届出内容を個別に

確認し、必要に応じた指導を行います。 

２ 重点監視項目 

（１）食中毒を予防するための監視指導 

近年の食中毒の発生傾向や過去の事例を踏ま

え、食中毒の原因となることが多い食品を提供す

る施設を重点的な監視対象として位置付け、これ

らの施設を中心に立入検査を実施することで、区

内における当該施設の把握と実態の確認に努めま

す。 

 

ア 食中毒予防の重点対策（別冊資料Ｐ10「食中

毒を起こす微生物等」） 

 近年、ノロウイルス、カンピロバクター、ア

ニサキスによる食中毒が多発 しています。ま

た、腸管出血性大腸菌による食中毒発生も続い

ています。これらの食中毒予防を主な目的とし

て、飲食店や給食施設等の食品等事業者に対し

て、ハイリスクメニューの提供等を中心に確

２ 重点監視項目 

（１）食中毒を予防するための監視指導 

 近年の発生傾向や過去の事例に基づいて、重点

的に監視指導する業態の施設に立ち入り検査を行

い、食中毒の原因となりやすい食品を提供してい

る施設の把握に努めます。 

 

 

 

ア 食中毒予防の重点対策（別冊資料Ｐ10「食中

毒を起こす微生物等」） 

 近年、アニサキス、カンピロバクター、ノロ

ウイルスによる食中毒が多発 しています。ま

た、腸管出血性大腸菌による食中毒発生も続い

ています。これらの食中毒予防を主な目的とし

て、飲食店や給食施設等の食品等事業者に対し

て、ハイリスクメニューの提供等を中心に確
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認、指導します（別冊資料Ｐ６注18）。 

 

イ 給食施設施設等への監視指導 

（昨年度のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

（２）保菌者検索事業（別冊資料Ｐ７注20） 

（昨年度のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）食品衛生法改正を受けての取組み 

令和３年６月に改正法が全面施行され、「ＨＡ

ＣＣＰに沿った衛生管理」の制度化等について規

定されました。また、令和５年６月に「営業を譲

渡する場合の地位の承継」について規定されまし

た。 

 一般衛生管理及びＨＡＣＣＰに沿った衛生管理

を実施するための衛生管理計画及び手順書並びに

衛生管理の実施状況の記録について、営業者が適

切に作成できるよう指導するとともに、営業者が

作成した衛生管理計画及び手順書の内容や記録を

確認します。特に、小規模営業者等については、

ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を実施することがで

きるよう、厚生労働省が内容を確認した手引書を

用いて指導を行います。 

また、許可営業者の地位が譲渡により承継され

たときは、速やか（６か月以内）に施設の調査を

行い、地位を承継した者による衛生管理が適切に

実施されていること等を確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認、指導します（別冊資料Ｐ６注18）。 

 

イ 給食施設施設等への監視指導 

 保育園・学校等の給食施設は、健康被害を発

生させる細菌やウイルス等に対する抵抗力が弱

い身体的弱者（乳幼児、児童や高齢者）を対象

に食事を提供しています。重大な食中毒の発生

を防止するため、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理

が正しく行われているかの監視指導と、施設の

従事者を対象とした衛生講習会を実施します。 

 

 （２）保菌者検索事業（別冊資料Ｐ７注20） 

 食中毒菌の感染者は、広範囲に散発的に発生す

ることがあります。感染原因を調査した結果、感

染者らが食べた食品に共通性があり、これを原因

とする散発型集団発生（別冊資料Ｐ７注21）の食

中毒であったことが明らかとなった事例が複数あ

ります。そこで、散発的に感染者が発生すること

が多い腸管出血性大腸菌やサルモネラ属菌につい

て、無症状病原体保有者（別冊資料Ｐ７注22）の

発生動向を把握し、食品等事業者に効果的な注意

喚起を行います。 

 

（３）食品衛生法改正を受けての取組み 

 令和３年６月に改正法が全面施行され、「ＨＡ

ＣＣＰに沿った衛生管理」の制度化等について規

定されました。また、令和５年６月に「営業を譲

渡する場合の地位の承継」について規定されまし

た。 

 一般衛生管理及びＨＡＣＣＰに沿った衛生管理

を実施するための衛生管理計画及び手順書並びに

衛生管理の実施状況の記録について、営業者が適

切に作成できるよう指導するとともに、営業者が

作成した衛生管理計画及び手順書の内容を確認し

ます。特に、小規模営業者等については、ＨＡＣ

ＣＰに沿った衛生管理を実施することができるよ

う、厚生労働省が内容を確認した手引書を用いて

指導を行います。 

 また、許可営業者の地位が譲渡により承継され

たときは、速やか（６か月以内）に施設の調査を

行い、地位を承継した者による衛生管理が適切に

実施されていること等を確認します。 
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第５ 食品等事業者による自主的な衛生管理の推進 

 

１ 千代田区食品衛生協会自治指導員活動の支援 

（昨年度のとおり） 

 

 

 

 

 

 

２ 食品衛生優良施設の表彰 

（昨年度のとおり） 

 

 

 

 

 

 

３ 適正な食品表示の推進 

（昨年度のとおり） 

 

 

 

 

 

４ ＨＡＣＣＰ定着のための支援ツールの作成 

（昨年度のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 衛生教育用品の貸出し 

（昨年度のとおり） 

 

 

第５ 食品等事業者による自主的な衛生管理の推進 

 

１ 千代田区食品衛生協会自治指導員活動の支援 

 自主的な衛生管理の推進に取り組んでいる千代

田食品衛生協会（別冊資料Ｐ８注24）の自治指導

員活動を、食品の安全性に係る情報の提供や食品

衛生教育資材の貸し出し等で支援します。また、

必要に応じ食品衛生監視員と共同で巡回すること

で指導技術の向上も支援していきます。 

 

２ 食品衛生優良施設の表彰 

 千代田食品衛生協会との共催で実施する食品衛

生優良施設表彰は、自主衛生管理への意欲を高め

ることで地域全般の衛生水準を向上するととも

に、従事者の育成を図るために実施されていま

す。千代田食品衛生協会と連携し、表彰の基準に

満たしているか確認します。 

 

３ 適正な食品表示の推進 

 集合形式の講習会の開催とあわせて、区ホーム

ページ上のＷｅｂコンテンツを活用し、食品等事

業者に対する適正な表示の推進を図ります。ま

た、事業者からの個別の表示相談についても対応

します。 

 

４ ＨＡＣＣＰ定着のための支援ツールの作成 

 ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の理解を一層深め

るため、カレンダー形式の点検表の作成・配布を

行います。また、点検表の使い方を分かりやすく

図示した解説書を区ＨＰにて公開し、点検表と解

説書を用いて食品等事業者へのＨＡＣＣＰ定着を

促進していきます。 

 また、「食の安全自主点検店公表制度」を推進

し、ＨＡＣＣＰの定着を図ります。 

 

５ 衛生教育用品の貸出し 

 食品等事業者に対し、さまざまな衛生器材（手洗

い検査機器、食品衛生に関するＤＶＤ）の貸出しを

行い、食品衛生教育の充実を図ります。 

第６ 区民等への情報発信及び意見交換（リスク

コミュニケーション 

 

１ 食品衛生の普及啓発活動 

（昨年度のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）区民等向け情報の提供 

第６ 区民等への情報発信及び意見交換（リスク

コミュニケーション） 

 

１ 食品衛生の普及啓発活動 

 区民等の関心が高い事項について、広報千代

田、区ホームページ、掲示板、リーフレットな

どを用いて積極的に情報提供します。 

健康被害の可能性が高く、緊急性がある重大な

問題が発生した時は、都や区広報広聴課と連携

して、すみやかに情報提供します。 

また、食品衛生推進員（別冊資料Ｐ８注25）

と協力し、自主的な衛生管理に関する情報や技

術を食品等事業者に提供します。 

 

（１）区民等向け情報の提供 
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定期的に、広報千代田、区ホームページ、

区内掲示板、マンションの掲示板、街頭ビジ

ョン、交通広告に食品の安全に関する情報を

提供します。また、衛生器材（手洗い検査機

器、食品衛生に関するＤＶＤ）の貸出しを行

います。 

食品衛生月間における啓発活動、食品衛生

推進員等の協力も得て駅頭キャンペーン等を

企画・実施し、食中毒予防に関する知識の普

及や新しい情報を提供します。 

保健所で実施する母子保健事業などの機会

に、食品の安全性に関する情報を提供しま

す。さらに、区民等の依頼に基づく食品衛生

に関する出前講座「ほりばた塾」を実施しま

す。千代田区消費生活センターと共催し、身

近なテーマを基に、消費者講座を開催しま

す。 

 

（２）家庭向け食品衛生カレンダーの配布 

（昨年度のとおり） 

 

 

 

 

 

（３）食品等事業者向け情報の提供 

（昨年度のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）外国語での情報提供 

（昨年度のとおり） 

 

 

 

 

２ 意見交換 

（昨年度のとおり） 

 

 

 

 

 定期的に、広報千代田、区ホームページ、

区内掲示板、街頭ビジョン、マンションの

掲示板に食品の安全に関する情報を提供し

ます。また、衛生器材（手洗い検査機器、食

品衛生に関するＤＶＤ）の貸出しを行いま

す。   

食品衛生月間における啓発活動、食品衛

生推進員等の協力も得て駅頭キャンペーン

等を企画・実施し、食中毒予防に関する知

識の普及や新しい情報を提供します。 

 保健所で実施する母子保健事業などの機

会に、食品の安全性に関する情報を提供し

ます。さらに、区民等の依頼に基づく食品

衛生に関する出前講座「ほりばた塾」を実

施します。千代田区消費生活センターと共

催し、身近なテーマを基に、消費者講座を

開催します。 

 

（２）家庭向け食品衛生カレンダーの配布 

 食品の取扱い方法や食中毒発生防止を目

的とした家庭向けの普及啓発用カレンダー

を作成します。家庭向けカレンダーは区民

や、学校・保育園・高齢者施設等を対象に

配布します。 

 

（３）食品等事業者向け情報の提供 

近年、ノロウイルス、カンピロバクター

及びアニサキスを原因とする食中毒が  

増加しています。これらの食中毒予防法に

ついて食品等事業者に情報提供するほか、

普及啓発物の配布を進めます。印刷物は、

国、都、特別区等で作成された物の他、区

の実情や特性に応じた配布物を独自に作成

し、予防対策の周知を図ります。特に、生

または加熱不十分の鶏肉を原因とするカン

ピロバクター食中毒のリスクについて、広

報千代田、区ホームページ、事業者向け食

品衛生カレンダーを用いて積極的に情報提

供します。食品等事業者の自主管理支援の

ために、事業者向け食品衛生カレンダーや

Ｗｅｂコンテンツを提供します。 

 

（４）外国語での情報提供 

日本語を十分理解できない区民等や調理

従事者に対し、区が作成した外国語の  

パンフレット等を使用して、食品の安全な

取扱いなどの情報を提供します。 

 

２ 意見交換 

食品の安全性についての質問や相談を常時

広く受け付け、対応します。 

食品衛生講習会等を区民等や食品等事業者

との意見交換の場として活用します。   

そのほかに、意見交換の場として次の内容
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（１）区政モニターアンケートの活用 

（昨年度のとおり） 

 

 

（２）意見交換会 

（昨年度のとおり） 

を実施します。 

（１）区政モニターアンケートの活用 

食品の安全性に関する区民の意識を把握

するとともに、寄せられた意見を本計画や

食品衛生に関する事業に反映させます。 

（２）意見交換会 

業界団体である千代田食品衛生協会や自

治指導員、食品衛生推進員と意見交換の場

をもち、監視指導に反映します。 

＊食品衛生法では、保健所を設置する自治

体の責務として、次のことを定めていま

す。 

⚫ 食品衛生に関する、正しい知識の普及、情

報の収集、整理、分析及び提供 

⚫ 食品等事業者、国民または住民の意見を食

品衛生に関する施策に反映させるために、

情報提供の充実や意見交換の促進 

第７ 食品衛生にかかわる人材の養成及び資質

の向上 

 

１ 食品等事業者対象 

（昨年度のとおり） 

 

 

 

 

 

２ 食品衛生推進員及び食品衛生自治指導員対象 

（昨年度のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 食品衛生監視員対象 

（昨年度のとおり） 

 

第７ 食品衛生にかかわる人材の養成及び資質

の向上 

 

１ 食品等事業者対象 

 講習会を開催し、法制度や基準の改正、Ｈ

ＡＣＣＰに沿った衛生管理、表示基準等につ

いて、新しい情報をきめ細かく提供します。 

 具体的な実施予定時期については、「別紙

② 年間計画」のとおりです。 

 

２ 食品衛生推進員及び食品衛生自治指導員対象 

 食品衛生推進員を、都が指定する食品衛生

推進員講習会に年２回派遣し、自らが実施す

る衛生管理の向上のための取組の推進や、行

政への協力等に必要な食品衛生に関する知識

の向上を図ります。 

 また、食品衛生自治指導員に対して講習会

を行い、食品の衛生管理に関する最新の情報

を提供し、資質の向上を図ります。 

 

３ 食品衛生監視員対象 

 ①食品衛生監視員の専門的知識の習得や監視

技術の向上を図るため、厚生労働省、消費

者庁、都、特別区職員研修所、公益団体、

民間企業等が実施する研修会等へ参加しま

す。 

 ②テーマを設定した食品衛生に係る調査研究

を行い、成果を監視指導に役立てます。 

③各種学会・講演会への参加、専門図書・専

門誌の購読を通じて、高度で専門的な情報

を収集します。    

別紙（略） 別紙（略） 

 


